
ユニバーサルデザイン（ＵＤ）レヴューと施設整備の流れ

Step3の詳細は
step4で合わせて説明





基本方針
（１） 官庁施設は、高齢者、障害者等を含むすべての施設利用者がサービス等を等しく享受できるよう、安全に、安心して、円滑かつ快適に

利用できるものとする。

（２） 官庁施設は、施設固有の条件及び特性に応じて柔軟に対応し、施設利用者のニーズをきめ細やかに考慮したものとする。

（３）地域との連携を図った施設の整備により、連続により、連続的な環境の整備及びコミュニティの形成に貢献する。

Step2 第１回地域連携懇談会

・ユニバーサルデザインの実現を目指した取り組みイメージ
・ユニバ－サルデザイン（UD）レヴューの流れ
・UDレヴューの意見や対応事例
・移動空間・便所・情報設備等の取り組み事例



Step3の詳細については、基本設計の作業工程上からstep4で説明とします。
今回の説明は「平面計画」、「設計検討対象」等を対象とします。

▽ 移動空間
〈建物外部〉
①敷地出入口
②歩行者専用通路
③自転車路・駐輪場
④車路
⑤駐車場
⑥車寄せ

▽ 移動空間
〈建物内部〉
①出入口
②エントランス
③受付・案内設備
④廊下
⑤階段
⑥エレベーター
⑦各室出入口
⑧食堂・売店

▽ 行為空間

①待合
②窓口
③執務室・会議室
④トイレ
－１ 共通事項
－２ 多機能・機能分散
－３ 一般
－４ 洗面カウンター

⑤授乳室等
⑥休憩
⑦湯沸室
⑧エントランスコリドー

▽ 情報

①視覚情報
②触知情報
③音声情報
④人的対応

▽ 環境

①光環境
②音環境
③熱環境
④空気室環境

▽ 安全

①避難
②防犯

Step4で説明Step３で説明

●配置計画図

●1階平面図




